
 

【議題】介護保険施設等の整備計画について 

 

 

１ 特定施設入居者生活介護 

（１）株式会社ＧＢ総合知財経営事務所から、混合型特定施設入居者生活介護

（定員２０名新設）の指定について、事前相談票が提出された。 

法 人 名 株式会社ＧＢ総合知財経営事務所 

法 人 所 在 地 春日井市神屋町 2298 番地 538 

整 備 予 定 地 春日井市八田町六丁目 10‐２ 

整備予定定員 ２０名（新設 整備枠：１４名） 

開 所 予 定 令和５年５月 

 

 ○ 令和４年度の整備枠は１４名であり、今回の整備予定定員はその範囲内

である。 

 

 〇 この整備計画は、７月２９日に開催した「尾張北部圏域保健医療福祉推進

会議圏域研究会」（ワーキンググループ）において、また当日欠席の扶桑町

には書面審査を依頼し、圏域内の全市町（５市２町）の了解を得ている。 
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